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　　　第一章　総則

　（目的）

第一条　この法律は、特定非営利活動法人の果たすべき社会的役割の重要性にかんがみ、

その行う特定非営利活動の促進を図るため、内閣府の外局として特定非営利活動法人税

制特例認定委員会を設置するとともに、当該委員会の認定を受けた特定非営利活動法人

に係る法人税法（昭和四十年法律第三十四号）、所得税法（昭和四十年法律第三十三

号）及び相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）等の特例を定めることを目的とする。

　（定義）

第二条　この法律において「特定非営利活動」とは、特定非営利活動促進法（平成十年法

律第七号）第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。

２　この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法第二条第二項

に規定する特定非営利活動法人をいう。

３　この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第三条第一項の認定を受けた特

定非営利活動法人をいう。

４　この法律において「公社債」、「貸付信託」、「投資信託」又は「特定目的信託」と

は、それぞれ、所得税法第二条第一項第九号、第十二号、第十二号の二又は第十五号の

四に規定する公社債、貸付信託、投資信託又は特定目的信託をいう。

５　この法律において「山林所得の金額」、「譲渡所得の金額」又は「雑所得の金額」と

は、それぞれ、所得税法第三十二条第三項、第三十三条第三項又は第三十五条第二項に

規定する山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。

　　　第二章　認定

　（認定）

第三条　特定非営利活動法人税制特例認定委員会（以下この章において「委員会」とい

う。）は、特定非営利活動法人の申請により、当該特定非営利活動法人が次の各号のい

ずれにも該当する者である旨の認定をすることができる。

　一　その設立の日から起算して一年以上の期間が経過していること。



　二　当該認定の申請の前一年分の確定した決算において、その行う特定非営利活動に係

る事業に要した経費の額が当該特定非営利活動法人の総事業費の額のうちに占める割

合が、百分の七十五以上であること。

　三　当該認定の申請の前一年分の確定した決算において、その受けた寄附金、会費、助

成金、補助金その他の政令で定める収入金（第八条第二項において「寄附金等」とい

う。）の額とその行う特定非営利活動に係る事業に係る収入金額との合計額が当該特

定非営利活動法人の総収入金額のうちに占める割合が、百分の七十五以上であること。

　四　当該特定非営利活動法人の役員及び役員に準ずる者として政令で定める者（以下こ

の項、次条第二項及び第八条第二項において「役員等」という。）のうち親族関係を

有する者及びこれらと政令で定める特殊の関係がある者（次号及び次条第二項第四号

において「親族等」という。）の数が役員等の数のうちに占める割合並びに役員等の

うち当該特定非営利活動法人と政令で定める取引関係にある者（法人にあっては、そ

の役員及び役員に準ずる者として政令で定める者）（次号及び次条第二項第五号にお

いて「取引関係者等」という。）の数が役員等の数のうちに占める割合が、いずれも

三分の一以下であること。

　五　当該特定非営利活動法人の設立者、役員等若しくは社員若しくはこれらの者の親族

等又は取引関係者等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、

役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

　六　当該特定非営利活動法人につき法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に

違反する事実その他公益に反する事実がないこと。

２　前項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して三年とする。

　（認定の申請）

第四条　前条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、委員会に、その旨及

び次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

　一　名称及び住所並びに代表者の氏名

　二　その設立年月日

　三　その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

２　前項の認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

　一　定款

　二　当該認定の申請の前一年分の確定した決算に関する書類で政令で定めるもの

　三　役員等全員の氏名及び住所又は居所を記載した書面

　四　役員等のうち親族等全員の氏名を記載した書面

　五　役員等のうち取引関係者等全員の氏名を記載した書面

　六　その他政令で定める書類

　（再申請）

第五条　第三条第一項の認定を現に受けている特定非営利活動法人が再度の認定の申請を



行う場合については、政令で定めるところにより、簡易な手続によることができる。

　（通知）

第六条　委員会は、第三条第一項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを

決定したときはその旨及びその理由を、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該認

定の申請をした特定非営利活動法人に書面で通知しなければならない。

　（公示）

第七条　委員会は、第三条第一項の認定をしたときは、政令で定めるところにより、遅滞

なく、当該認定特定非営利活動法人の名称及び住所を公示しなければならない。公示し

た事項に変更があったときも、同様とする。

　（書類の備置き等及び閲覧）

第八条　認定特定非営利活動法人は、当該認定を受けた日から起算して三年を経過する日

までの間、第四条第二項各号に掲げる書類（同項第六号に掲げる書類にあっては、政令

で定めるものを除く。）（これらの記載内容に変更があった場合は、当該変更後の書

類）を主たる事務所に備え置くとともに、これらの書類について閲覧の請求があった場

合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

２　認定特定非営利活動法人は、毎年（事業年度を設けている場合は、毎事業年度。次条

第二項において同じ。）初めの三月以内に、政令で定めるところにより、前年（事業年

度を設けている場合は、前事業年度。以下この項において同じ。）において行った役員

等との間の取引で政令で定めるものの内容を記載した書面、役員等のうち前年において

報酬又は給与を受けたことがある者全員の氏名及びその受けた報酬又は給与の額を記載

した書面、前年において受けた寄附金等で政令で定めるものにつきその支出をした者全

員の氏名及び住所（その者が法人である場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏

名）並びにその額を記載した書面並びに政令で定める事項を記載した書面を作成し、こ

れらを、その年の翌々年（事業年度を設けている場合は、翌々事業年度）の末日までの

間、主たる事務所に備え置くとともに、これらの書面について閲覧の請求があった場合

には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

　（書類の提出及び公開等）

第九条　認定特定非営利活動法人は、第四条第二項各号に掲げる書類の記載内容に変更が

あった場合には、その旨を記載した書面及び当該変更後の書類を、政令で定めるところ

により、遅滞なく、委員会に提出しなければならない。

２　認定特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、毎年一回、特定非営利活動

促進法第二十九条第一項に規定する事業報告書等及び役員名簿等（第四条第二項又は前

項の規定により既に提出したものを除く。）のほか、前条第二項に規定する書類を委員

会に提出しなければならない。

３　委員会は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた当該認定特定非営利活動法人に

係る次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、政令で定めるところにより、



これを閲覧させなければならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類にあっては

当該認定特定非営利活動法人に係る第三条第一項の認定の日から起算して三年を経過し

たとき、第三号に掲げる書類にあっては当該書類の提出を受けた日から起算して三年を

経過したときは、この限りでない。

　一　第四条の規定により提出を受けた同条第一項の認定申請書又は同条第二項各号に掲

げる書類（同項第六号に掲げる書類にあっては、政令で定めるものを除く。次項にお

いて同じ。）

　二　第一項の規定により提出を受けた書類（第四条第二項第六号に掲げる書類にあって

は、政令で定めるものを除く。）

　三　前項の規定により提出を受けた事業報告書等若しくは役員名簿等又は前条第二項に

規定する書類

４　委員会は、第三条第一項の認定をしたときは当該認定に係る第四条第一項の認定申請

書及び同条第二項各号に掲げる書類の内容を、認定特定非営利活動法人から第一項又は

第二項の規定により書類の提出を受けたときは当該書類（第一項の規定により提出を受

けた書類のうち第四条第二項第六号に掲げる書類にあっては、政令で定めるものを除

く。）の内容を、政令で定めるところにより、遅滞なく、官報により公表しなければな

らない。

　（情報の提供）

第十条　委員会は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事に対し、

前条第三項の閲覧に係る書類（同項第三号に掲げる事業報告書等及び役員名簿等を除

く。）の写し（この項の規定により既に送付したものを除く。）を送付しなければなら

ない。

２　認定特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、前項の書類の写しを委員会

に提出しなければならない。

３　都道府県の知事は、条例で定めるところにより、第一項の規定により送付を受けた書

類の写しを閲覧させることができる。

　（認定の取消し）

第十一条　委員会は、認定特定非営利活動法人につき次の各号のいずれかに該当する事由

があったときは、当該認定特定非営利活動法人に係る第三条第一項の認定を取り消すも

のとする。

　一　偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。

　二　認定時において第三条第一項各号のいずれかに該当していなかったことが認定後に

おいて判明したこと。

　三　認定後において第三条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当しなくなった

と認められること。

　四　第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項若しくは第二項の規定に違反したこ



と。

２　第六条及び第七条前段の規定は、前項の取消しについて準用する。この場合において、

第六条中「第三条第一項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定し

た」とあるのは、「第十一条第一項の規定により第三条第一項の認定を取り消した」と

読み替えるものとする。

３　第一項の取消しを受けた特定非営利活動法人は、当該取消しの日から起算して三年を

経過する日までの間は、第四条第一項の申請を行うことができない。

　（認定の失効）

第十二条　認定特定非営利活動法人につき次の各号のいずれかに該当する事由があったと

きは、当該認定特定非営利活動法人に係る第三条第一項の認定は、その効力を失う。

　一　当該認定の有効期間の満了

　二　特定非営利活動促進法第三十一条第一項各号（第五号を除く。）に掲げる事由によ

る解散

　三　合併

２　認定特定非営利活動法人が、特定非営利活動促進法第三十一条第一項各号（第五号を

除く。）に掲げる事由により解散したとき又は合併したときは、清算人又は当該合併後

存続し若しくは当該合併により設立された特定非営利活動法人は、遅滞なく、その旨を

委員会に届け出なければならない。

３　第七条前段の規定は、第一項の場合について準用する。

　（合併に係る特例）

第十三条　合併の日から起算して一年を経過していない特定非営利活動法人に係る第三条

第一項、第八条及び第十一条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「特定非

営利活動法人の申請」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立された特定非営利

活動法人（以下「合併法人」という。）の申請（合併前にあっては、合併に係る特定非

営利活動法人（以下「合併予定法人」という。）の共同の申請）」と、「当該特定非営

利活動法人が」とあるのは「当該合併法人が」と、同項第一号中「その設立の日」とあ

るのは「当該合併予定法人の設立の日のうち最も早い日」と、同項第二号中「当該認定

の申請の前一年分の確定した決算」とあるのは「当該合併法人の一年分の確定した決算

に相当するものとして政令で定める決算」と、「その行う」とあるのは「当該合併法人

の行う」と、「経費の額」とあるのは「経費の額に相当する額として政令で定めるとこ

ろにより算出した額」と、「当該特定非営利活動法人の総事業費の額」とあるのは「当

該合併法人の総事業費の額に相当する額として政令で定めるところにより算出した額」

と、同項第三号中「当該認定の申請の前一年分の確定した決算」とあるのは「当該合併

法人の一年分の確定した決算に相当するものとして政令で定める決算」と、「その受け

た」とあるのは「当該合併法人が受けた」と、「の額」とあるのは「の額に相当する額

として政令で定めるところにより算出した額」と、「その行う特定非営利活動に係る事



業に係る収入金額」とあるのは「当該合併法人の行う特定非営利活動に係る事業に係る

収入金額に相当する額として政令で定めるところにより算出した額」と、「当該特定非

営利活動法人の総収入金額」とあるのは「当該合併法人の総収入金額に相当する額とし

て政令で定めるところにより算出した額」と、同項第四号中「当該特定非営利活動法人

の役員及び役員に準ずる者として政令で定める者」とあるのは「当該合併法人の役員及

び役員に準ずる者として政令で定める者（合併前にあっては、これらの者となる予定の

者）」と、「のうち当該特定非営利活動法人」とあるのは「のうち当該合併法人（合併

前にあっては、当該合併予定法人）」と、同項第五号中「当該特定非営利活動法人の設

立者、役員等若しくは社員」とあるのは「当該合併法人の設立者、役員等若しくは社員

（合併前にあっては、これらの者となる予定の者）」と、同項第六号中「当該特定非営

利活動法人」とあるのは「当該合併法人（合併前にあっては、当該合併予定法人）」と、

第八条中「認定特定非営利活動法人」とあるのは「第三条第一項の認定を受けた合併法

人」と、同条第二項中「行った」とあるのは「行った自己又は合併予定法人と」と、

「前年において報酬又は給与」とあるのは「前年において自己又は合併予定法人から報

酬又は給与」と、「前年において受けた」とあるのは「前年において自己又は合併予定

法人が受けた」と、第十一条第一項中「認定特定非営利活動法人につき」とあるのは

「第三条第一項の認定を受けた合併法人につき」と、「当該認定特定非営利活動法人」

とあるのは「当該合併法人」と、同項第二号中「第三条第一項各号」とあるのは「第十

三条第一項の規定により読み替えられた第三条第一項各号」と、同項第三号中「第三条

第一項第四号から第六号まで」とあるのは「第十三条第一項の規定により読み替えられ

た第三条第一項第四号から第六号まで」とする。

２　前項に定めるもののほか、合併の日から起算して一年を経過していない特定非営利活

動法人に関しこの章の規定を適用する場合における技術的読替えその他特定非営利活動

法人の合併に係るこの章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　（事実の調査）

第十四条　委員会は、第四条の規定により提出された申請書及び書類のみでは第三条第一

項の認定を適正に行うことができないおそれがある場合その他第三条第一項の認定又は

その取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、委員会の事務局の当該職員に

事実の調査をさせることができる。

２　委員会の事務局の当該職員は、前項の調査について必要があるときは、当該認定に係

る特定非営利活動法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができ

る。

３　委員会の事務局の当該職員は、第一項の調査について必要があるときは、当該認定に

係る特定非営利活動法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認

められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められるものに

質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。



４　前二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。

５　委員会の事務局の当該職員は、第一項の調査について必要があるときは、官公署又は

政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の

協力を求めることができる。

６　委員会の事務局の当該職員は、第二項又は第三項の規定による質問又は検査をする場

合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示し

なければならない。

　（政令への委任）

第十五条　この章に定めるもののほか、第三条第一項の認定及びその取消しに関し必要な

事項は、政令定める。

　　　第三章　認定特定非営利活動法人に係る課税の特例

　（保健、医療又は福祉に係る事業の非課税）

第十六条　認定特定非営利活動法人に対する法人税法第二条第十三号の規定の適用につい

ては、同号中「定める事業」とあるのは、「定める事業（認定特定非営利活動法人税制

特例法（平成十三年法律第　　　号）第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人

（以下「認定特定非営利活動法人」という。）が行う特定非営利活動（特定非営利活動

促進法（平成十年法律第七号）第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同

じ。）であつて同法別表第一号に掲げる活動に該当するものに係る事業で政令で定める

ものを除く。）」とする。

　（損金算入限度額の特例）

第十七条　認定特定非営利活動法人が各事業年度において支出した寄附金に係る法人税法

第三十七条第二項の規定の適用については、同項中「その内国法人の資本等の金額又は

当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」とあ

るのは、「当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額」とする。

　（法人の損金算入限度額の特例）

第十八条　内国法人（法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。）が各事業年度

において認定特定非営利活動法人に対して当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営

利活動に係る事業に関連して支出した寄附金に係る法人税法第三十七条第三項及び第八

項の規定の適用については、同条第三項中「場合において、同項に規定する寄附金の額

のうちに次の各号に規定する寄附金の額があるときは、当該各号に規定する寄附金の額

の合計額」とあるのは「場合においては、次の各号に規定する寄附金の額（同項に規定

する寄附金の額のうちに当該各号に規定する寄附金の額があるときに限る。）の合計額

と認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動

に係る事業に関連する寄附金（第八項において「認定特定非営利活動法人寄附金」とい

う。）の額（前項に規定する寄附金の額のうちにこれらの寄附金の額があるときに限



る。）の合計額（当該合計額が当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金

額を超える場合には、当該百分の二・五に相当する金額）との合計額」と、同条第八項

中「の記載及び」とあるのは「及び認定特定非営利活動法人寄附金の額の記載並びに」

と、「の明細書」とあるのは「及び認定特定非営利活動法人寄附金の明細書」とする。

　（特定非営利活動促進法の適用の特例）

第十九条　認定特定非営利活動法人に対する特定非営利活動促進法第四十六条第一項の規

定の適用については、同項中「同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等

（特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する法人（以下

「特定非営利活動法人」という。）を除く。）」と、同条第四項中「公益法人等」とあ

るのは「公益法人等（特定非営利活動法人を除く。）」と、同法第六十六条の規定を適

用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人（特定非営

利活動法人を含む。）」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（特

定非営利活動法人を除く。）」と」とあるのは、「同条第三項ただし書中「公益法人

等」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人（以

下「特定非営利活動法人」という。）のうち認定特定非営利活動法人以外の特定非営利

活動法人を除く。）」と、「額」とあるのは「額及び認定特定非営利活動法人に対する

当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額」

と、同項第三号中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動法人を除

く。）」と、同条第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（認定特定非営利活

動法人以外の特定非営利活動法人を除く。）」と、同法第六十六条の規定を適用する場

合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人（認定特定非営利活

動法人以外の特定非営利活動法人を含む。）」と、同条第三項中「公益法人等」とある

のは「公益法人等（認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人を除く。）」

と」とする。

　（経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関す

る法律の適用の特例）

第二十条　認定特定非営利活動法人に対する経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき

所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成十一年法律第八号）第十六条第一

項の規定の適用については、同項の表第二号中「みなされているもの」とあるのは、

「みなされているもの（認定特定非営利活動法人税制特例法（平成十三年法律第　　　

号）第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。）」とする。

　（利子及び配当等の非課税）

第二十一条　認定特定非営利活動法人が支払を受ける所得税法第百七十四条各号に掲げる

利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配並びに報酬及び料金

（公社債若しくは貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券で政令で定める

もの又は投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条



第二十一項に規定する投資口で政令で定めるもの（以下この条において「公社債等」と

いう。）の利子若しくは収益の分配又は利益の配当（次項において「利子等」とい

う。）にあっては、当該認定特定非営利活動法人が当該公社債等を引き続き所有してい

た期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部

分に限る。）（附則第四条において「利子及び配当等」という。）については、所得税

を課さない。

２　前項の規定のうち公社債等の利子等に係る部分は、同項に規定する認定特定非営利活

動法人が、公社債等につき政令で定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受け

ており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につき同項の規定の

適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債

等の利子等の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。

　（認定特定非営利活動法人に対する寄附をした場合の寄附金控除の特例）

第二十二条　居住者（所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下同

じ。）が、各年において、認定特定非営利活動法人に対して当該認定特定非営利活動法

人の行う特定非営利活動に係る事業に関連して寄附をした場合には、当該寄附に係る支

出金（以下「認定特定非営利活動法人寄附金」という。）は、当該認定特定非営利活動

法人寄附金を支出した年分の所得税につき次条第一項の規定の適用を受ける場合には当

該認定特定非営利活動法人寄附金を除き、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄

附金とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「場合にお

いて、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、そのこえる金額」と

あるのは「場合においては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金

額（第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときに限る。）とその年中に支

出した認定特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人税制特例法（平成十三年法律

第　　　号）第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。）に

対する特定寄附金の額の合計額（当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所

得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当

該百分の二十五に相当する金額）との合計額」と、同項第一号中「特定寄付金」とある

のは「特定寄付金（認定特定非営利活動法人に対するものを除く。）」とする。

　（認定特定非営利活動法人に対する寄附をした場合の所得税額の特別控除）

第二十三条　居住者が、各年において支出した認定特定非営利活動法人寄附金については、

その年分の所得税の額から、その年中に支出した当該認定特定非営利活動法人寄附金の

額の合計額の百分の二十五に相当する金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該居住

者のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除す

る金額は、当該百分の二十五に相当する金額（当該金額に百円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）を限度とする。



２　前項の規定は、確定申告書（所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書

をいう。）に、前項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載が

あり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計

算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

３　所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について

準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前

項及び認定特定非営利活動法人税制特例法第二十三条第一項（認定特定非営利活動法人

に対する寄附をした場合の所得税額の特別控除）の規定による控除」と、「当該控除を

すべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとす

る。

４　その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二

十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の計

算）」とあるのは、「第三章（税額の計算）及び認定特定非営利活動法人税制特例法第

二十三条第一項（認定特定非営利活動法人に対する寄附をした場合の所得税額の特別控

除）」とする。

５　前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

　（年末調整に係る認定特定非営利活動法人に対する寄附をした場合の寄附金控除の特

例）

第二十四条　各年において認定特定非営利活動法人寄附金を支出した居住者（その年中に

支出した認定特定非営利活動法人寄附金の額の合計額が十万円以下である者に限り、か

つ、次条の規定の適用を受ける者を除く。）が、その各年に所得税法第百九十条の規定

の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定

の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申告書をその給与等の支払者

を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地（同法第十八条

第二項による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次条において同じ。）

の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定

の適用については、同条第二号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額と

その年中に支出した認定特定非営利活動法人税制特例法第二十二条に規定する認定特定

非営利活動法人寄附金の額（その居住者がその年において提出した同法第二十四条第一

項に規定する申告書に記載され、かつ、同条第二項（認定特定非営利活動法人寄附金を

支出した旨を証する書類の提出）に規定する書類の提出のあつたものに限る。）につき

その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等に係る所得以外の所得が

ないものとして同法第二十二条の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金

額と」とする。

　一　当該給与等の支払者の氏名又は名称

　二　その年中に支出した認定特定非営利活動法人寄附金の額の合計額



　三　その他財務省令で定める事項

２　前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受

ける日の前日までに、政令で定めるところにより、同項第二号に規定する認定特定非営

利活動法人寄附金の額につき、その年においてこれを支出した旨を証する書類を添付し

て、提出しなければならない。

３　第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給

与等の支払者が受け取ったときは、当該申告書は、その受け取った日に同項に規定する

税務署長に提出されたものとみなす。

４　第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適

用については、同号中「第六章まで（源泉徴収）」とあるのは、「第六章まで（源泉徴

収）及び認定特定非営利活動法人税制特例法第二十四条第一項（年末調整に係る認定特

定非営利活動法人に対する寄附をした場合の寄附金控除の特例）」とする。

　（年末調整に係る認定特定非営利活動法人に対する寄附をした場合の所得税額の特別控

除）

第二十五条　各年において認定特定非営利活動法人寄附金を支出した居住者（その年中に

支出した認定特定非営利活動法人寄附金の額の合計額が十万円以下である者に限る。）

が、その各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払

を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事

項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第

十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対

する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に

相当する金額からその年中に支出した認定特定非営利活動法人寄附金の額（当該申告書

に記載され、かつ、次項において準用される前条第二項に規定する書類の提出のあった

ものに限る。）につきその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等に

係る所得以外の所得がないものとして第二十三条第一項の規定の適用があるものとした

場合に控除されるべき金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額とする。

　一　当該給与等の支払者の氏名又は名称

　二　その年中に支出した認定特定非営利活動法人寄附金の額の合計額

　三　その他財務省令で定める事項

２　前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。

３　第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

　一　所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで

（源泉徴収）」とあるのは、「第六章まで（源泉徴収）及び認定特定非営利活動法人

税制特例法第二十五条第一項（年末調整に係る認定特定非営利活動法人に対する寄附

をした場合の所得税額の特別控除）」とする。

　二　所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあ



るのは、「配当控除の額と認定特定非営利活動法人税制特例法第二十五条第一項（年

末調整に係る認定特定非営利活動法人に対する寄附をした場合の所得税額の特別控

除）の規定により控除される金額との合計額」とする。

　（認定特定非営利活動法人に対して不動産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）

第二十六条　認定特定非営利活動法人に対し不動産（当該認定特定非営利活動法人の行う

特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているものに限る。以下この条において同

じ。）の贈与又は遺贈があった場合には、当該贈与又は遺贈により、当該贈与若しくは

遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈

をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係が

ある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合

を除き、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該不動産の贈与

又は遺贈がなかったものとみなす。

２　前項の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があった場合において、当該贈与又は遺贈の

あった後、当該贈与又は遺贈に係る不動産（政令で定める事由により当該不動産に代わ

るべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産。以下この項において

同じ。）を受けた認定特定非営利活動法人が当該贈与又は遺贈のあった日から二年を経

過した日までに認定特定非営利活動法人に該当しないこととなったとき、当該贈与又は

遺贈に係る不動産が同日までに当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係

る事業の用に供されないこととなったときその他当該贈与又は遺贈につき政令で定める

事実が生じたときは、同項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた時において、政

令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があったものとみなす。

３　第一項の規定の適用を受ける不動産の贈与又は遺贈について第二十二条の規定の適用

がある場合における同条の規定の適用については、同条中「支出金」とあるのは、「支

出金（第二十六条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する不動産の贈与

又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に

規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特

別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を除く。）」と

する。

４　第一項の規定の適用を受ける不動産の贈与又は遺贈について第二十三条第一項の規定

の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該認定特定非営利

活動法人寄附金」とあるのは、「当該認定特定非営利活動法人寄附金（第二十六条第一

項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する不動産の贈与又は遺贈に係る山林所

得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特

別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しない

で計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を除く。）」とする。

　（認定特定非営利活動法人に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税）



第二十七条　相続又は遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及

び次条において同じ。）により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当

該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申

告書（これらの申請書の提出後において同法第三条の二に規定する事由が生じたことに

より取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告

書。以下この条において同じ。）の提出期限までに認定特定非営利活動法人に贈与（贈

与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。）をした場合に

は、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条

第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果

となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価格は、当該相続又は遺贈に係

る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

２　認定特定非営利活動法人で前項の贈与を受けたものが、当該贈与があった日から二年

を経過した日までに認定特定非営利活動法人に該当しないこととなった場合若しくは当

該贈与により取得した財産（政令で定める事由により当該財産に代わるべき資産として

政令で定めるものを取得したときは、当該資産）を同日においてなお当該認定特定非営

利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合又は当該贈与につ

き政令で定める事実が生じた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、

当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

３　第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相

続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書に、同項の規定の適用を受けよう

とする旨を記載し、かつ、同項の贈与をした財産の明細書その他財務省令で定める書類

を添付しない場合には、適用しない。

　（贈与財産が特定非営利活動に係る事業の用に供されなかった場合等の修正申告等）

第二十八条　前条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書

を提出した者（その者の相続人及び包括受遺者を含む。）は、同項の規定の適用を受け

た財産について同条第二項に規定する事由が生じた場合には、同項に規定する二年を経

過した日の翌日から四月以内に国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第十九条第

三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により

納付すべき税額を納付しなければならない。

２　前条第一項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた財産について同条

第二項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入す

べきこととなったことにより、相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書

を提出すべきこととなった場合には、同項に規定する二年を経過した日の翌日から四月

以内に国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内

に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

３　前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかった場合に



は、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであった課税価格、相続税額その他の事

項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五

条の規定による決定を行う。

４　第一項の規定による修正申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るも

のに限る。）に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

　一　当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税

通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する

期限内申告書とみなす。

　二　当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正につ

いては、国税通則法第十五条第二項第十三号中「法定申告期限」とあるのは「認定特

定非営利活動法人税制特例法（平成十三年法律第　　　号）第二十八条第一項に規定

する修正申告書の提出期限」と、同法第二章（第十五条第二項第十三号を除く。）か

ら第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「認

定特定非営利活動法人税制特例法第二十八条第一項に規定する修正申告書の提出期

限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内

申告書」とあるのは「相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書」とす

る。

　三　国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正

申告書及び更正には、適用しない。

５　第二項の規定による期限後申告書及び第三項の更正（当該申告書を提出すべき者に係

るものに限る。）又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めると

ころによる。

　一　当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、こ

れを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

　二　当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又

は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあ

り、及び「法定納期限」とあるのは、「認定特定非営利活動法人税制特例法第二十八

条第二項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

　（相続税法の適用の特例）

第二十九条　認定特定非営利活動法人に対する相続税法の規定の適用については、同法第

六十五条第一項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（認定特定非営利活動法人税

制特例法（平成十三年法律第　　　号）第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法

人（次条第四項において「認定特定非営利活動法人」という。）を含む。）」と、同法

第六十六条第四項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（認定特定非営利活動法人

を含む。）」とする。

　（地方税の課税の特例）



第三十条　地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、認定特定非営利活動法人に関す

る地方税の課税について、国税の例に準じて、条例で特別の定めをすることができる。

　（政令への委任）

第三十一条　この章の規定の適用がある場合における法人税法、所得税法その他の法令の

規定に関する必要な技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。

　　　第四章　特定非営利活動法人税制特例認定委員会

　（設置）

第三十二条　内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第三項の規定に基づ

いて、内閣府の外局として、特定非営利活動法人税制特例認定委員会（以下この章にお

いて「委員会」という。）を設置する。

　（任務）

第三十三条　委員会は、第三条第一項の認定及びその取消しの事務の適正を図ることを任

務とする。

　（所掌事務）

第三十四条　委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

　一　第三条第一項の認定及びその取消しに関すること。

　二　認定特定非営利活動法人から提出を受けた書類の公開に関すること。

　（職権の行使）

第三十五条　委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

　（組織）

第三十六条　委員会は、委員長及び委員二人をもって組織する。

２　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３　委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

　（委員長及び委員の任命）

第三十七条　委員長及び委員は、特定非営利活動に係る税制に関して優れた識見と経験を

有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

２　委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は参

議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項

の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命

することができる。

３　前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければ

ならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣

は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

　（任期）

第三十八条　委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任



期は、前任者の残任期間とする。

２　委員長及び委員は、再任されることができる。

３　委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命され

るまで引き続きその職務を行うものとする。

　（身分保障）

第三十九条　委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、

その意に反して罷免されることがない。

　一　破産の宣告を受けたとき。

　二　禁
こ

錮以上の刑に処せられたとき。

　三　委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職

務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたと

き。

　（罷免）

第四十条　内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、そ

の委員長又は委員を罷免しなければならない。

　（服務等）

第四十一条　委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。

２　委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政

治運動をしてはならない。

３　委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て

他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行っ

てはならない。

４　委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

　（会議）

第四十二条　委員会は、委員長が招集する。

２　委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決

する。

　（規則の制定）

第四十三条　委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は

法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、特定非営利活動法人税制特例認定委員会規

則を制定することができる。

　（事務局）

第四十四条　委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

２　委員会の事務局に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項につ

いては、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）の定めるところによる。



　（関係行政機関との協力等）

第四十五条　委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行

政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他

の必要な協力を求めることができる。

２　委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定

する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

　（委員会の運営）

第四十六条　この法律に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が

定める。

　　　第五章　罰則

第四十七条　偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定を受けた場合においては、

認定特定非営利活動法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をし

た者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十八条　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰

金に処する。

　一　第十四条第二項若しくは第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若

しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し

た者

　二　前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者

第四十九条　第十四条第一項の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、

その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して第四十七条又は第四十八条の違反行為をしたときは、その行為

者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

第五十一条　次の各号のいずれかに該当する場合においては、認定特定非営利活動法人の

理事又は監事は、二十万円以下の過料に処する。

　一　第八条第一項又は第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載す

べき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

　二　第九条第一項又は第二項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

　　　附　則

　（施行期日）

第一条　この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第三十七条第一項中両

議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

　（認定基準に係る特例）

第二条　当分の間、第三条第一項第三号中「百分の七十五以上」とあるのは、「百分の五



十以上」とする。

　（経過措置）

第三条　第十六条から第二十条までの規定は、法人（法人税法第二条第八号に規定する人

格のない社団等を含む。以下この条において同じ。）のこの法律の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散

（合併による解散を除く。以下この条において同じ。）又は合併による清算所得に対す

る法人税（清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法

人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同

じ。）について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同

日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第四条　第二十一条の規定は、認定特定非営利活動法人が施行日以後に支払を受けるべき

利子及び配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき利子及び配当等については、

なお従前の例による。

第五条　第二十二条から第二十六条までの規定は、平成十三年分以後の所得税について適

用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条　第二十七条から第二十九条までの規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得

した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得し

た財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

　（特別職の職員の給与に関する法律の一部改正）

第七条　特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号）の一部を

次のように改正する。

　　第一条第九号の次に次の一号を加える。

　　九の二　特定非営利活動法人税制特例認定委員会の委員長及び委員

　　別表第一中「大臣政務官及び長官政務官」を
「 大臣政務官及び長官政務官
特定非営利活動法人税制特例認定委員会委員長 」

　に、「公害等調整委員会の常勤の委員」を
「 特定非営利活動法人税制特例認定委員会委員
公害等調整委員会の常勤の委員 」

　に改める。

　（内閣府設置法の一部改正）

第八条　内閣府設置法の一部を次のように改正する。

　　第四条第三項中第六十一号を第六十二号とし、第六十号の次に次の一号を加える。

　　六十一　認定特定非営利活動法人税制特例法（平成十三年法律第　　　号）第三十四

条に規定する事務

　　第六十四条の表中金融庁の項の次に次のように加える。

特定非営利活動法人税制特例認定委 認定特定非営利活動法人税制特例法



員会



　　　　　理　由

　特定非営利活動法人の果たすべき社会的役割の重要性にかんがみ、その行う特定非営利

活動の促進を図るため、内閣府の外局として特定非営利活動法人税制特例認定委員会を設

置するとともに、当該委員会の認定を受けた特定非営利活動法人に係る法人税法、所得税

法及び相続税法等の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



　　　この法律の施行に伴い必要となる経費

　この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約三十一億円の見込みである。


